
 

公益財団法人広島市スポーツ協会広島市スポーツ少年団登録要領 

 

第１条 この要領は、公益財団法人広島市スポーツ協会広島市スポーツ少年団規程第５条第２項の規定に基づき、

日本スポーツ少年団の諸規程を尊守し、単位スポーツ少年団・団員・指導者・役員・スタッフの登録に関する

ことについて定める。 

 

第２条 登録に関しては、次の各号を満たさなければならない。 

⑴ 団の名称は、青少年スポーツ団体としてふさわしいものとする。 

⑵ 団員は、登録する年の４月１日現在満３歳以上１９歳以下とする。ただし満３歳以上小学生未満の者につ 

いては、単位スポーツ少年団の活動内容・受入体制や当該者の体力・運動能力等を充分に考慮し、個別に対

応するものとする。 

⑶ 指導者は、登録する年の４月１日現在満１８歳以上で、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格保有者

とする。 

⑷ 単位スポーツ少年団は､原則として団員１０人以上と指導者２人以上で構成される。また、１８歳以上の指

導者、役員、スタッフ２人以上の登録を必須とする。なお、指導者は、少なくとも２人以上をスポーツ少年団

の理念を学んだ者〔令和元年度にスポーツ少年団認定育成員・認定員資格の保有及びスポーツ少年団登録して

いた日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格保有者またはスタートコーチ（ジュニア・ユース）、スポーツ

コーチングリーダーの資格保有者〕（以下「理念を学んだ指導者」という。）としなければならない。 

⑸ 登録する年の４月１日現在満１８歳以上の指導者、役員またはスタッフのうち１人を代表者とする。代表

者は、他の団の代表者を兼ねることはできない。 

⑹ 新規登録の単位スポーツ少年団については、前４号の登録要件のうち、登録した指導者の中に理念を学ん

だ指導者が２人以上いない場合、新規登録年度中に資格取得講習会を受講し、次年度、理念を学んだ指導者

が２人以上配置されるよう、資格を取得させなければならない。 

⑺ 団員・指導者・役員・スタッフは、傷害保険に加入しなければならない。 

 

第３条 登録は、日本スポーツ少年団の登録システムにより、毎年４月１日から、５月３１日（新規登録単位ス

ポーツ少年団は６月３０日）までに行う。なお、団員及び指導者の追加登録については、別表第１のとおりと

する。 

２ 登録の有効期間は、登録認定を受けた日から、その年度末日までとし、年度ごとに更新する。 

３ 登録料については、別表第２のとおりとする。 

 

第４条 登録の認定を受けたものが、スポーツ少年団の目的にふさわしくない行為があったと認められたときは、

登録が取り消される。 

 

第５条 この要領の施行に関して必要な事項は、本部長が定める。 

 ＜附  則＞ 

この要領は、昭和６２年４月１日から施行する。 

この要領は、昭和６３年５月２４日から施行する。 

この要領は、平成元年２月１６日から施行する。 

この要領は、平成５年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

  この規程は公益財団法人広島市スポーツ協会の設立登記の日から施行する。 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

  この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

  この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

  この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

  この要領は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 

 

別表第１ 

 
 
 
別表第２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追 加 登 録 申 請 先 追 加 登 録 期 間 

日 本 ス ポ ー ツ 少 年 団 
広島県スポーツ少 年団 
広島市スポーツ少 年団 

毎年 ４月 １日～ ８月３１日 

広島市スポーツ少年団のみ 毎年 ９月 １日～翌年２月末日 

区   分 登 録 料 内      訳 

単位スポーツ少年団 

（１団につき） 
４,０００円 単位スポーツ少年団負担金として 

指導者、役員・スタッフ

（１人につき） 
１,１００円 

日 本：７００円 

広島県：１００円 

広島市：３００円 

※ただし、９月１日以降は、広島市への登録料として１,１００円を 

徴収する。 

団 員（１人につき）  ８００円 

日 本：３００円 

広島県：１００円 

広島市：４００円 

※ただし、９月１日以降は、広島市への登録料として８００円を 

徴収する。 


